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会社情報・作業員情報の登録が終わり、現場に作業員を設定したら、

サービスを「労務安全」に切り替えます。

ダッシュボード画面にある「Buildee調整会議」マークをクリックすると、

「Buildee労務安全」が表示されますのでクリックします。

①画面を切り替える

※「調整会議」マークをクリックしても表示されないサービスは、元請け側で利用しない設定になっていますので、当該現場では利用しません。
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②作業員名簿を作成・確定する

1

3

2

「書類状況一覧]の「一括提出書類」の作業員名簿欄の

「作成」をクリックします。

「作成・編集」をクリックします。

現場体制(施工体系図)で追加された作業員が表示されます。

作業員が表示されない場合は「作業員追加・削除」から作業員を

追加してください。

4

現場代理人・作業主任者の設定と作業内容・入退場予定日を入力します。

入力が完了したら、「確定」をクリックします。

途中で作業を中断したい場合は「一時保存」で内容を保存してほかのページに移動することが可能です。

！ 現場に未登録の作業員をいない場合は
共通マスタの作業員の登録が必要です。
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②作業員名簿を作成・確定する

５

「帳票プレビュー」をクリックすると、作成された帳票の内容が確認できます。

６

帳票を確認して、作業員情報に変更があった場合、作業員情報から

情報の更新が可能です。

更新した内容は「確定」後の帳票には反映されませんので、再度

「作成・編集」を押して、「確定」させてください。



6

②作業員名簿を作成・確定する→③再下請負通知書を作成・確定する

1

3

2

「書類状況一覧]の「一括提出書類」の再下請負通知書欄

の「作成」をクリックします。

「作成・編集」をクリックします。

契約情報や主任技術者情報・許可情報などの必要な情報を入力します。

途中で作業を中断したい場合は「一時保存」で内容を保存してほかのページに移動すること

が可能です。

4

入力が完了したら、「確定」をクリックします。
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③再下請負通知書を作成・確定する

５

「帳票プレビュー」をクリックすると、作成された帳票の内容が確認できます。
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③再下請負通知書→④独自様式の一括提出書類を作成・確定する

1

3

2

「書類状況一覧]の「一括提出書類」の独自様式欄にある

書類の「作成」をクリックします。

「テンプレートダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロード

をします。

ダウンロードしたファイルを使ってご自身のPCなどで書類を作成します。

完成したら「ファイル選択」をクリックします。

4

「ファイル選択」をクリックして、作成したファイルを選択後、

「確定」をクリックします。
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④独自様式の一括提出書類→⑤一括提出書類を提出する

1

3

2

「書類状況一覧]の「一括提出書類」の「提出する」もしくは

「代理提出」をクリックします。

「提出する」をクリックします。

書類のステータスが「提出済」になったら完了です。

！ 一括提出書類に「確定」以外のステータスがあると、
提出を完了できません。（－を除く）
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⑥必須の個別提出書類を作成・提出する

1

3

2

「書類状況一覧]のタブを「個別提出書類」をクリックして、

切り替えます。個別提出書類(必須)欄にある書類の「作成」

をクリックします。

「テンプレートダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロード

をします。

ダウンロードしたファイルを使ってご自身のPCなどで書類を作成します。

完成したら「ファイル選択」をクリックします。

4

「ファイル選択」をクリックして、作成したファイルを選択後、

「確定」をクリックします。

一括提出書類のタイミングでは必要ないが、提出が必須となる書類の作成・提出方法です。
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⑥必須の個別提出書類を作成・提出する

５

「提出する」をクリックして、書類を提出します。
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⑦随時の個別提出書類を作成・提出する

1

3

2

「書類状況一覧]のタブを「個別提出書類」をクリックして、

切り替えます。個別提出書類(随時)欄にある書類の「作成」

をクリックします。

「テンプレートダウンロード」をクリックしてファイルをダウンロード

をします。

ダウンロードしたファイルを使ってご自身のPCなどで書類を作成します。

完成したら「新規作成」をクリックします。

4

「ファイル選択」をクリックして、作成したファイルを選択後、「提出」をクリックします。

添付書類がある場合一緒にファイル選択して提出が可能です。

随時提出が必要となる書類の作成・提出方法です。 ※任意書類ですので、要否は元請け担当者様の周知をご確認ください
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⑧その他の書類を作成・提出する

1

トップページ「その他書類の確認・提出」からは、 「教育実施報告書」と「新規入場者調査票」を印刷できます。

「教育実施報告書」は会社を選択してExcel出力でき、「調査票」は作業員を選択してExcel出力できます。

※作業所によって提出する書類は異なりますので、元請けご担当者様からの周知をご確認ください。

元請けによっては作業所固有の提出書類がある場合があります。

メニューにある「その他の安全書類」⇒「テンプレートのダウンロード」を開くと、作業所独自書類がダウンロードできますので、ご

自身のPC等で作成します。
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⑧その他の書類を作成・提出する

２

完成した書類は、会社ごとに分けてデータで提出できます。

「書類の確認・提出」をクリックし、会社をクリックします。

（作業所様から紙で提出するように指示があった場は、

こちらでデータ提出せず、印刷して持参してください）

３

提出した書類が表示される画面になります。

「追加」をクリックすると、提出したいファイルを選択し、

書類の名称とコメントを入力できます。

「決定」をクリックすると提出されたことになります。

※必須・随時書類のような「提出する」操作は不要です。
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⑨書類の更新・再提出をする

2

修正する書類のステータスをクリックします。 コメントをクリックして指摘内容を確認します。

1

元請け会社から書類の差し戻しの「コメント」がある場合、アイコンがオレンジになり、コメントを確認できます。

不備のある書類を確認します。一括書類の場合、「不備あり」/個別書類の場合「差し戻し」と表示されます。

３
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⑨書類の更新・再提出をする

４

「作成・編集」をクリックして、内容を修正します。

修正後、再度「確定」をクリックして修正した内容で

書類を確定させる。

指摘内容を修正したファイルを自身のPCなどで準備

します。「ファイル選択」をクリックして確定する。

４
【標準様式】の一括書類の場合 【独自様式】の一括書類の場合

すべての「不備あり」書類を修正して確定後、

「提出する」をクリックして、再提出します。

再度「提出」をクリックしたら再提出完了です。

５５

４
個別提出書類の場合

指摘内容を修正したファイルを自身のPCなどで準備

します。「ファイル選択」をクリックします。
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⑩書類と作成・提出方法の一覧

書類の名称 作成方法

再下請負通知書 「一括提出書類」で「作成」をクリックし確定後、書類状況一覧で提出操作する。

作業員名簿 同上

外国人建設就労者等建設現場入場届出書 同上

年少者就労報告書 同上

高齢者就労報告書 同上

施工体制台帳 （元請書類）自動作成されるので操作不要。

施工体制台帳作成建設工事の通知 同上

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 同上

施工体制台帳工事担当技術者 同上

新規入場時等教育実施報告書 「その他書類の確認・提出」から完成している書類をExcel出力し、印刷して紙で提出する。

新規入場者調査票 同上

その他（宣誓書、確約書、各種計画書、各種
使用届、各種指示書、各種報告書など）

「一括書類」の独自様式・個別提出書類・その他の安全書類
それぞれからテンプレートをダウンロードしお客様ご自身で作成する。

「一括提出書類」と「個別提出書類」は各書類ごとアップロードして、提出する。

「その他の安全書類」は、「その他の安全書類」メニュー内の「書類の確認・提出」から提出する。

！
再下請負通知書は、下請けが1社も無い会社で
あっても提出しなければなりません。（提出された
データを元に施工体制台帳が完成されるため）
外国人就労者、年少者、高齢者等の書類は、
対象者がいない会社は提出不要です。
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ビルディーの現場体制（施工体系図）に設定されている
作業員は、入場できる状態になっています。現場にある
顔認証機器もしくはｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰで入場してください。

顔認証では40cmほどまで画面に近づいてください。
認証しない場合は、ヘルメットを少し上げ、
マスクを下げて再度試してください。
（額が出ていないと認証できない場合があります）

それでも認証できない場合は、
元請け現場担当者もしくは協力会社管理者に、
顔写真の撮り直しと更新を依頼してください。

⑪入退場を開始する

！ 入退場の認証を行うには、作業員登録、CCUS技能者ID登録、顔写真登録、
現場体制（施工体系図）への作業員設定、ここまで終わっていれば認証
できます。
労務安全の書類提出や、送り出し教育日の設定は無くとも認証可能です。 近づくだけで顔が映り

認証します。
操作はありません。
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⑫入退場データを手入力する場合

時刻および体温は、手入力で追加・修正する事ができます。

この操作は、現場体制（施工体系図）で設定されている

協力会社管理者、職長、監督のIDで、PCもしくはタブレットで

ログインした場合に操作することができます。

（スマホではできません）

画面左上ロゴマーク部分で「入退場管理」を選択し、

「入退場実績」をクリックします。

新規登録する場合は「追加」、

修正したい場合は、修正対象の入退場データをクリックし、

修正後に「更新」します。
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Confidentialお問い合わせ・サポート

よくある質問やマニュアルを

キーワードで検索できます。

無料・申し込み不要の【オンライン説明会】を

実施しています。

こちらから参加URLを確認できます。

（※毎月中旬に翌月日程を更新しています）

「解説動画」からは操作方法の

説明動画を閲覧する事もできます。

Buildee画面右上の「ヘルプ」もしくは

左下にある「ヘルプセンター」を

クリックします。
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